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基本となる配当金額算定基準の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、基本となる配当金額算定基準を下記のとおり変更することといたしましたので、お

知らせいたします。 

記 

１．変更要旨 

当社は、長期安定的な配当の実現のため「株主資本配当率（DOE）」を配当金額算定の指標

として採用しております。 

この度、資本効率改善の観点から、「自己資本当期純利益率（ROE）」ないし「株価純資産倍

率（PBR）」が一定水準未満の場合において、DOE4%を基準に配当を行うとともに、DOE4%

に相当する金額が配当性向 50％を下回る場合、DOE4%を超えて配当性向 50％を下限とした配

当を行い、一層の株主還元の強化を図ることといたしました。 

 

２．変更内容 

変更前 株主資本配当率（DOE）3.0～4.0%を目安に、キャッシュ・フローや事

業環境等を総合的に勘案して決定する。 

ただし、前期実績の自己資本当期純利益率（ROE）が 8％未満ないし前

期末時点の株価純資産倍率（PBR）が 1 倍未満で、現行配当基準の上限

DOE4％に相当する金額が配当性向 50%を下回る場合、DOE4%を超え

て配当性向 50%を下限とする。 

変更後 株主資本配当率（DOE）3.0～4.0%を目安に、キャッシュ・フローや事

業環境等を総合的に勘案して決定する。 

ただし、前期実績の自己資本当期純利益率（ROE）が 10%未満ないし前

期末時点の株価純資産倍率（PBR）が 1 倍未満の場合において、

DOE4%を基準に配当を行うとともに、DOE4%に相当する金額が配当性

向 50%を下回る場合、DOE4%を超えて配当性向 50%を下限とする。 

 

３．変更時期 

2025 年度（2025 年 12 月期）より適用いたします。 

以上 


